
 

 別表 C 遊休財産額について 
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この表の■欄を埋めていき、最下部の 42 欄（下図では⑦）に、遊休財産額が保有上限を超過していない

か否かを記載します（電子申請では自動計算されます。）。 

なお、この別表は、申請書に添付した収支予算書の期末における資産、負債等の見込みを基に作成します。

別表C(1) 遊休財産額の保有制限の判定 

例えば、法人の総資産 500、総負債 100、控除対象財

産 300 のうち 100 は借入金で取得、他の資産は全て遊

休財産額となるといった場合、対応負債である借入金

を考慮しないで遊休財産額を計算すると、 

500（総資産）－100（総負債）－300（控除対象財産）

＝100 

となり、遊休財産額が 200 という実態から離れた結果

になります。 

したがって控除対象財産から対応する負債の額を除

くことによって、 

500（総資産）－100（総負債）－（300（控除対象財

産）－100（対応負債））＝200 となり、 

負債の二重控除を排除するわけです。 

ⓐ 「対応負債の額」の考え方 

ⓐ

ⓑ

それぞれの資産に直接対応する負債の合計額を記載

します。 

ⓑ 6 欄、7欄、8欄 
ⓒ 
ⓓ 

認定法施行規則§15Ⅱに規定する財産の原価の額が

収支予算書の公益目的事業費の額に計上されていな

い場合にのみ記載します。 

ⓒ 商品等譲渡に係る原価相当額 

当該事業年度の公益目的事業に係る特定費用準備資

金の積立額の合計額を記載します。 

ⓓ特定費用準備資金の公益実施費用額への算
入額 

ⓔ
ⓕ

収支予算書において、公益目的事業に係る引当金取崩

益を計上した場合には、その合計額を記載します。 

ⓔ公益実施費用額から控除する引当金の取崩
額 

収支予算書の公益目的事業費の額に認定法施行規則

§15Ⅰ、Ⅲ、Ⅳに定める財産の譲渡損、評価損、運用

損の額が計上されている場合のみ記載し、遊休財産の

保有上限額から控除します。 

ⓕ 財産の譲渡損、評価損等の額 

遊休財産額が遊休財産額の保有上限額以下の場合は「適合」、超

過している場合は「超過」と記載してください（電子申請の場合

は、自動で表示されます。）。 

ⓖ 遊休財産額の保有上限額の超過の有無 

ⓖ 

 

別表 C(4)、C(5)は、該当する資金がなければ、作成不要です。 



 

対応負債の額の計算の方法には、①認定法施行規則§22Ⅶの方法と、②認定法施行規則§22Ⅷの方法とが

あり、別表 C(1)の「４．対応負債の額の計算」で選択できます。その違いは、次のとおりです。 

（以下、FAQ（問Ⅴ-４-⑥の抜粋です。詳細は、FAQ をご覧ください。） 

 

【設定事例】 

 

 
※控除対象財産 

 
公益目的保有財産とした土地(80)及び建物(40) 

  
 ※資産の各科目との対応関係が明らかな負債の額 

 ・未払金(20)は翌期首に現金預金から支払うもの 

 ・借入金(40)は次の資産の取得に充てている 

  建物(10)、その他資産(30)  
（それぞれ控除対象財産に対応する負債）  

 

 

≪認定法施行規則§22Ⅶの方法≫ 

 
 流動資産　４０

固

定

資
 
産

 Ａ
控除対象財産
１２０

 その他　９０

その他　２０

各対応負債　２０

 指定正味財産
７０

 各対応負債　１０

 その他　４０

 各対応負債　３０

 その他　６０

　
負
 
債

指定正味財産　７０

一般正味財産　８０

 各資産に対応する
負債の合計額
　６０

 イ  その他負債　２０

引当金 ２０

８

Ｂ
１８

１００

資産合計　２５０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪認定法施行規則§22Ⅷの方法≫ 

 　
負
 
債

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 流動資産　４０

固

定

資
 
産

 Ａ
控除対象財産
１２０

 その他　９０

 指定正味財産
７０

 その他　５０

①
その他負債
８０

引当金 ２０

指定正味財産　７０

一般正味財産　８０

Ｂ
２５

１００

資産合計　２５０



 

別表C(2) 控除対象財産 

 遊休財産額の計算に際して、控除する対象資産について説明していただくものです。 

【記載上の注意】  
о「①公益目的保有財産」には、公益目的事業の用に供する財産（認定法施行規則附則Ⅱ①）及び不可欠特定財産

（認定法§18⑥（同法§5⑯））をすべて記載してください。 
 

о公益目的事業と公益目的事業以外に共用する財産は、別表 C(3)に基づき、面積、帳簿価額等を区分した上で、

公益目的事業の用に供する部分のみ公益目的保有財産に記載してください。また、公益目的事業以外の用に供す

る部分は、②公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産に記載してください。 

о公益目的事業と公益目的事業以外に共用する財産であっても、それぞれの用に供する箇所について物理的な特定

が困難で区分できない場合には、一の事業の資産として当該財産を経理してください。 

 

 

 

 о「②公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」には、公益目的事業の財源確保

のため又は公益目的事業に付随して行う収益事業等の用に供する固定資産、公益目的事業や当該収益事業等の管

理業務の用に供する固定資産を記載してください。 
 

 

貸借対照表又は財産目録と一致した記載にしてくだ

さい。 

ⓐ 財産の名称、場所、面積、構造、物量等   
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ⓐ 

ⓐ 

当該財産の使用実態に応じて、別紙２の「１．事業の

一覧」の該当する事業番号を記載してください。複数

の事業に使用している場合は、複数の事業番号を記載

してください。法人の管理運営に用いる財産は、「管」

と記載してください。 

ⓑ 事業番号 

ⓑ 

ⓑ 

ⓒ 

ⓓⓔ

当該財産の使用状況を記載してください。当該財産を

公益目的事業と公益目的事業以外に共用している場

合は、財産全体の使用の概要を記載の上、当該事業に

おける使用面積、使用状況等を記載してください。 

ⓒ 財産の使用状況 

当該財産が不可欠特定財産である場合には、上段に○

を記載し、下段に当該財産を取得した時期を「認定

前」、「認定後」のいずれかで記載してください。 

ⓓ不可欠特定財産、取得時期 

ⓕ

ⓒ 
管理会計に区分経理した積立金等から生じた果実を管理費

の財源に充てる場合、果実が適正な管理費相当額の範囲内で

ある場合は②の財産に該当します。 

自己で所有する施設等の災害復旧、復興に充てるために積み

立てる資金を合理的に見積もった範囲で特定資産として経

理する場合には②の財産に該当します。また、災害救援等を

事業として行うことを定款に位置づけている法人が、災害等

発生時の緊急支援のための備えを過去の実績や類例等から

合理的に見積もった資金は④の資金で整理できます。 
当該財産を「①公益目的保有財産」と「②公益目的事業に必要な

収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」に区分して

記載した場合は、上段に当該財産の「②公益目的事業に必要な収

益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」における番号

を記載してください。（記載例：②－１）また、別表 C(3)に基づ

き、下段に当該財産全体に占める公益目的事業に使用する割合

を％で記載してください。（共用財産であって、それぞれの用に

供する箇所について物理的な特定が困難で区分できず、当該財産

全体を公益目的保有財産に記載した場合であっても、公益目的事

業に使用する割合は記載してください。） 

ⓔ 共用財産、共用割合 

ⓕ 共用財産、共用割合 

当該財産を「①公益目的保有財産」と「②公益目的事

業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に

供する財産」に区分して記載した場合は、上段に当該

財産の「①公益目的保有財産」における番号を記載し

てください（記載例：①－１）。また、別表 C(3)に基

づき、下段に当該財産全体に占める公益目的事業以外

に使用する割合を％で記載してください。 
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【記載上の注意】 
о「③資産取得資金」は、別表 C(4)の資産取得資金について、記載してください。 
外形的にひとつの資産を取得する場合であっても、「公益目的保有財産」と「公益目的事業に必要な収益事業等そ
の他の業務又は活動の用に供する財産」に区分される共用財産を取得する場合には、「公益目的保有財産」を取得
する資産取得資金と「公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」を取得する資
産取得資金に区分してください。 
取得する資産が、公益目的事業と公益目的事業以外の用に共用する資産であっても、それぞれの用に供する箇所
について物理的な特定が困難で、区分できない場合には、一の事業の資産として資産取得資金を経理してくださ
い。 

 
о「④特定費用準備資金」は、別表 C(5)の特定費用準備資金について、記載してください。 
 
о「⑤交付者の定めた使途に従って現に使用・保有している財産」及び「⑥交付者の定めた使途に充てるために保
有している資金」には、既に①～④に記載した財産を記載することはできません。 

当該資産取得資金により、公益目的保有財産を取得す

る場合には、○を記載してください。 

ⓗ 公益目的保有財産 

「公益目的保有財産」と「公益目的事業に必要な収益

事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」に区

分される共用財産を取得するために、資産取得資金を

区分した場合には、上段に関連する資産取得資金の番

号を記載してください。（記載例：③－２） 

また、別表 C(4)に基づき、下段に共用割合を％で記載

してください。この場合、「公益目的保有財産」の取

得に充てる資金（公益目的保有財産の欄に「○」を記

載した資金）については、当該資産全体に占める公益

目的事業に使用する割合を記載し、「公益目的事業に

必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供す

る財産」の取得に充てる資金については、当該資産全

体に占める公益目的事業以外に使用する割合を記載

してください。 

ⓘ 共用財産、共用割合 

ⓗⓘ

移行登記をした日から認定法施行規則附則第4項の書

類の提出があるまでの間に公益認定が取消された場

合の公益目的取得財産残額の見込みを把握するため

のものです。 

①～⑥までの財産のうち、公益目的事業を行うために

使用又は処分する財産（事業番号に公益目的事業が含

まれている財産）の合計額を記載してください。 

ⓙ公益認定後に公益目的取得財産残額となる
ことが見込まれる額 

「①公益目的保有財産」のうち、認定前に取得した不

可欠特定財産がある場合には、その合計額を記載して

ください。 

ⓚⅠのうち認定前に取得した不可欠特定財産
の額 

ⓙ 
ⓚ 

ⓖ 

ⓖ 

ⓖ 

ⓖ 

貸借対照表又は財産目録と一致した記載にしてくだ

さい。 

ⓖ 資金の名称又は財産の名称 



 

 公益目的保有財産がなけれ

ば、この別表は作成不要です。別表C(3) 公益目的保有財産配賦計算表 

 

 

 別表 C(2)中の「① 公益目的保有財産」について、各事業別に配賦する際の基準と、その結果配賦

された額について説明していただくものです。  
上段に配賦の根拠数値（単位は記載しないでください）を記載すれば、中段、下段ともに自動計

算されます。  
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ⓐ 

財産目録と一致した記載にしてください。 

ⓐ 財産の名称 

ⓑ ⓒ ⓓ

当該公益目的保有財産を公益目的事業と公益目的事

業以外の両方の用に共用する場合、各事業や法人会計

に配賦する基準（例えば、土地や建物の場合であれば

面積比、使用日数など）とその単位を記載してくださ

い。 

ⓒ 配賦基準 

申請書に添付した収支予算書の期末における帳簿価

額を記載してください。 

ⓑ 帳簿価額 

上段に別紙２の「１．事業の一覧」の該当する事業番

号を記載し、下段に適宜、事業の略称を記載してくだ

さい。 

ⓓ 公益目的事業会計、収益事業等会計 



 
 資産取得資金がない場合に

は、この別表は作成不要です。別表C(4) 資産取得資金 

 別表 C(2)中「③ 資産取得資金」について、説明していただくものです。 

【記載上の注意】  
оこの様式は、資産取得資金ごとに作成してください。  
о資産取得資金は、積立対象資産ごとに１つの資金としてください。 

 移行前に保有していた減価償却引当資産をそのまま資産取得資金として経理する場合は、資産ごとに 1つの資金と

してください。  о外形的に 1 つの資産を取得する場合であっても、「公益目的保有財産」と「公益目的事業に必要な収益事業等その

他の業務又は活動の用に供する財産」に区分される共用財産を取得する場合には、「公益目的保有財産」を取得す

る資産取得資金と「公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」を取得する資産取

得資金に区分して作成してください。 

 
 
 о取得する資産が、公益目的事業と公益目的事業以外の用に共用する資産であっても、それぞれの用に供する箇所に

ついて物理的な特定が困難で、区分できない場合には、一の事業の資産として資産取得資金を経理してください。
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ⓐ 事業番号 

別紙２の「１．事業の一覧」の該当する事業番号を記

載してください。 

貸借対照表又は財産目録と一致した記載にしてくだ

さい。例えば、○○建物建替資金、○○用自動車取得

資金など具体的に取得する資産がわかる名称を使用

してください。 

ⓑ 資産取得資金の名称 

当該資産取得資金により取得等する資産の名称を記

載してください。 

ⓒ 対象となる資産の名称 

ⓐ ⓑ 
ⓒ 
ⓓ 

当該資金により取得等する資産の使途について記載

してください。 

ⓓ 当該資金の目的 

資産取得のためにこれまでに積み立ててあった積立

金を移行時に資産取得資金に振替える場合であって

も、過去の積立期間は含めず、申請書に添付した事業

計画書の事業年度以降の年度を記載してください。 

ⓔ 積立期間（事業年度） 

ⓔ 

ⓖ 

資産取得資金により取得等をする資産の公益目的事

業の用に使用する割合をどのように算定したのか、算

定根拠を示して説明してください。 

ⓗ資産全体に占める公益目的事業に使用する
割合の説明（共用財産の場合のみ） 

ⓗ

この行を使用するのは、移行前に保有していた減価償却費引当資

産をそのまま資産取得資金として経理する場合のみです。 

移行前に保有していた減価償却費引当資産をそのまま資産取得

資金として経理する場合は、各資産ごとに１つの資金として区分

し、資産取得資金の額（累計）・前年度の欄に区分後の資金残高

を記載してください。 

ⓘ 前年度 

ⓘ 

ⓘ 

資産取得等の予定の時期を記載してください。なお、

時期を詳細に記載する必要はありませんが、資産取得

等を予定する年度は必ず記載してください。 

ⓕ 資産取得等予定時期 

ⓕ 

ⓖ資産の取得等に必要な額の算定方法 

資産の取得等に必要な額をどのように算定したのか、

算定根拠を示して説明してください。 



 
 特定費用準備資金がない場合に

は、この別表は作成不要です。 別表C(5) 特定費用準備資金 
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ⓐ ⓑ ⓒ 
ⓓ 

ⓔ 

別紙２の「１．事業の一覧」の該当する事業番号を記

載してください。 

ⓐ 事業番号 

貸借対照表又は財産目録と一致した記載にしてくだ

さい。例えば、○○事業拡大資金、○○事業開催資金

など具体的な用途がわかる名称を使用してください。

なお、一括りとした事業の中で複数の特定費用準備資

金を設定する場合には、それぞれの資金が判別できる

名称を使用してください。 

収支相償の第1段階で生じた剰余金を翌年度に当該事

業の支出拡大等で費消するために特定費用準備資金

として管理する場合は、短期特定費用準備資金（貸借

対照表上は、流動資産に計上されます。）と明記して

ください。 

ⓑ 特定費用準備資金の名称 

当該特定費用準備資金により実施する活動の名称を

記載してください。ただし、活動の名称が未定の場合、

仮称でも構いません。 

「※2」に従い、括弧書きで将来の新規事業の内容を

記載する場合は、別紙２に記載する「事業の内容」に

準じて記載してください。 

ⓒ 将来の特定の活動の名称 

当該資金を使用する活動の内容について記載してく

ださい。 

「※3」に従い、将来の新規事業の概要を記載する場

合は、「公益目的事業のチェックポイント」に準じて

記載してください。 

ⓓ 当該活動の内容 

将来の特定の活動のためにこれまでに積み立ててあった積立金

を特定費用準備資金に替える場合であっても、当該積立金を取り

崩し、新規に特定費用準備資金を積み立てることとなるため、過

去の積立期間は含めず、申請書に添付した事業計画書の事業年度

以降の年度を記載してください。 

短期特定費用準備資金は 1年間となります。 

ⓔ 積立期間（事業年度） 

事業の実施に必要な額をどのように算定したのか、算

定根拠を示して説明してください。 

短期特定費用準備資金の場合には記載不要です。 

ⓖ 積立限度額の算定方法 

特定費用準備資金の対象となる活動の実施予定時期

を記載してください。なお、時期を詳細に記載する必

要はありませんが、当該活動を予定する年度は必ず記

載してください。 

ⓕ 当該活動の実施予定時期 

ⓕ 
ⓖ 

特定費用準備資金の計画全体について、記載してください。 

必要に応じて、行の追加、削除を行ってください。 

ⓗ１．控除対象財産における特定費用準備資金並びに公
益目的事業比率における当期積立額及び取崩額の計算 

ⓗ 

別表 C(2)中「④ 特定費用準備資金」について、説明していただくものです。 

【記載上の注意】 
оこの様式は、特定費用準備資金ごとに作成してください。 
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